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お知らせ 10 月

○
参
加
人
数

　

１
業
者
に
つ
き
２
名
ま
で
と
し

　

ま
す
。

■
募
集
期
間

　

11
月
14
日
㈪
～
11
月
21
日
㈪

　
（
休
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
ま
で

■
選
考
方
法

　

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に

よ
り
選
考
委
員
会
で
決
定

※
詳
し
い
こ
と
は
、
周
防
大
島
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.
tow

n.suo-oshim
a.lg.jp/

）

を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
教
育
委
員
会

総
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

総
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
７
０
０

 「
第
５
回
山
口
県
総
合
芸
術

文
化
祭
メ
イ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
の
開
催
お
よ
び
入
場

者
を
募
集
し
ま
す

■
日
時

　

11
月
20
日
㈰

　

午
後
２
時
開
演

　
（
午
後
１
時
30
分
開
場
）    

■ 

場
所

　

山
口
市
民
会
館
（
山
口
市
）

 

■
内
容　

　

合
唱
、
吹
奏
楽
、
邦
楽
な
ど
が

コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
し
た
演
奏
会

 

（
昔
懐
か
し
の
名
曲
か
ら
現
代
の

ヒ
ッ
ト
曲
ま
で
、
親
し
み
や
す
い

曲
の
数
々
で
お
届
け
す
る
音
楽

祭
）

■
入
場
整
理
券
の
応
募
方
法
等

　

入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す
。

　
「
希
望
人
数
（
１
通
に
つ
き
２
名

以
内
）、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
」
を
記
入
し
、
は
が
き

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
応

募
く
だ
さ
い
。（
車
椅
子
を
ご
利
用

の
方
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
ご
記

入
く
だ
さ
い
。）

※
入
場
無
料　

■
募
集
期
限

　

11
月
４
日
㈮
ま
で
（
消
印
有
効
） 

※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
当
選
の
発
表
は
、
11
月

中
旬
、
入
場
整
理
券
の
発
送
を

も
っ
て
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。（
当
選
さ
れ
な
か
っ
た
方
へ
の

連
絡
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）　

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
総
合
芸
術
文
化
祭

　

実
行
委
員
会

〒
７
５
３
‐
８
５
０
１

　
　

山
口
市
滝
町
１
‐
１

　
　

山
口
県
文
化
振
興
課
内

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
２
６
１
０

Ｆ
Ａ
Ｘ

　

０
８
３
（
９
３
３
）
４
８
２
９

U
RL　

　

h
ttp

:/
/

w
w

w
.p

r
e

f.
y

a
m

a
g

u
c

h
i.lg

.jp
/c

m
s/

a19300/festa/index.htm
l

自
衛
官
募
集
案
内

〇
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生

■
受
験
資
格

　

中
学
校
卒
業
（
見
込
含
む
）
の
17

歳
未
満
の
男
子

■
受
付
期
間

・
推
薦　

　

11
月
１
日
㈫
～
12
月
16
日
㈮

・
一
般　

　

11
月
１
日
㈪
～
平
成
24
年
1
月
６

日
㈮

■
試
験
日　

・
推
薦　

　

平
成
24
年
１
月
７
日
㈯
～
９
日
㈪

　

の
い
ず
れ
か
指
定

・
一
般

　

平
成
24
年
１
月
14
日
㈯

■
問
い
合
わ
せ

　

柳
井
市
南
町
3
丁
目
8
番
4
号　

　

荒
田
ビ
ル
2
階

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９

　
　当町に居住されている外国人・日本人の方が次の手続
きをされる場合、山口地方法務局岩国支局（岩国市錦見
一丁目 16 番 35 号）で行っていますが、10 月 31 日㈪
以降は、山口地方法務局戸籍課（山口市中河原町６番
16 号）で取り扱います。
①帰化申請（外国人の方が日本国籍を取得）
②国籍取得届出（外国人の方が日本国籍を取得）
③国籍離脱届出（外国籍も有する日本人の方が日本国籍
　を離脱）

◆問い合わせ
山口地方法務局　戸籍課

☎０８３（９２２）２２９５

１０月３１日㈪から
帰化申請等手続きの取り扱い先が変更になります 　

　雇用促進計画をハローワークに提出し、1 年間
で 5 人以上（中小企業は 2 人以上）、かつ、10％
以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優
遇制度が創設されました。
　従業員数の増加１人当たり 20 万円の税制控除

（当期の法人税額の 10％（中小企業は 20％）が
限度になります。）
※税額控除を受けるためには、従業員数の増加の
ほかにも一定の要件を満たす必要があります。

◆問い合わせ
ハローワーク柳井

☎０８２０（２２）２６６１

雇用を増やした企業に対する
税制優遇制度が創設されました


